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都市開発諸制度の適用に関する防災都市づくりに係る規定の取扱い指針 

 

 

 「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（以下「活用方針」という。）第 7章５

(1)①、②、④のなお書、5(2)ただし書及び同(3)②ただし書に基づき、都市開発諸制度を適用す

る建築計画の防災都市づくりに関する規定の取扱いについて、次のとおり定める。 

 

１ 目的 

 活用方針において、都市開発諸制度を適用するに当たり、大規模災害時における都市の防災

性を向上させるため、都市の安全性及び建築物の自立性の確保に向け、原則として一定レベル

以上の取組を行うことを条件としている。また、行き場の無い帰宅困難者を受け入れる一時滞

在施設の整備や開発区域外の無電柱化に取り組む開発計画については、その取組を評価して容

積率を一定程度割り増すことができるとしている。 

 本指針は、こうした防災都市づくりに係る基準の原則、基準の算定に関する取扱い、基準へ

の適合が困難な場合の取扱い及び基準への適合を確認する手続き等について定めるものであ

る。 

 

２ 防災都市づくりに係る原則 

(1) 無電柱化の促進 

都市開発諸制度を適用するに当たり、無電柱化について区市町等と協議すること。 

協議の実施により、当該地域の無電柱化に関する計画を所管している区市町等の意見を開発

計画に反映させること。 

協議の上、開発区域内の道路においては、無電柱化を実施することを条件とする。開発区域

外の道路においては、無電柱化に取り組む場合、その取組を評価することができる。 

なお、無電柱化の協議の対象となる道路とは、建築基準法第４２条に定める道路をいう。 

また、無電柱化の促進に必要となる場合には、公開空地に地上機器を設置することができる。 

 

(2) 大規模災害時における建築物の自立性の確保 

 都市開発諸制度を適用するに当たっては、原則として一定規模以上の防災備蓄倉庫及び一定

レベル以上の自家発電設備を計画することを条件とする。このほか開発事業者・建築主、開発

建築物の所有者および開発建築物の管理責任者は、活用方針に規定する基準に限らず、建築物

の平面計画、設備の仕様、竣工後の運営等を工夫し、大規模災害時に従業員や居住者等が 3 日

間安全に開発建築物内に留まれるよう、建築物の自立性の確保に最大限努めなければならない。 

 

(3) 帰宅困難者のための一時滞在施設の確保 

 都市開発諸制度による割増容積率の算定にあたって、一定の基準を満たした帰宅困難者のた

めの一時滞在施設を整備した場合は、その取組を評価し、整備面積の一定割合に相当する容積

率を割り増すこととする。 
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 その際開発事業者・建築主、開発建築物の所有者および開発建築物の管理責任者は、活用方

針に規定する基準に限らず、建築物の平面計画、設備の仕様、竣工後の運営等を工夫し、行き

場のない帰宅困難者が 3日間安全に開発建築物内に留まれるよう努めなければならない。 

 

３ 防災都市づくりに係る基準の取扱い 

(1) 無電柱化の促進 

都市開発諸制度を適用するに当たり、以下の通り取り扱うこととする。ただし、開発区域を

含む区市町以外の道路管理者との協議に関する手続き、その他必要な事項については別途開発

計画ごとに東京都と調整すること。 

① 無電柱化に関する協議 

ア 協議先 

（ア）開発区域を含む区市町 

（イ）開発区域内の道路における上記（ア）以外の道路管理者（以下「その他の管理者」

という。） 

※（ア）（イ）を合わせて、「区市町等」という。 

イ 協議の対象となる道路 

（ア）開発区域内 

a. 全ての道路 

（イ）開発区域外 

a. 開発区域を含む区市町が管理する、開発区域外の道路 

b. 開発区域内にその他の管理者が管理する道路がある場合、その道路の延長部分 

（主要な幹線道路と交差するまでの区間） 

ウ 協議する事項 

（ア）無電柱化の実施の有無 

（イ）整備手法 

（ウ）無電柱化の範囲 

（エ）工期 

（オ）その他の必要な事項 

 

② 開発区域内の無電柱化の実施 

都市開発諸制度を適用するに当たり、開発区域内の道路の無電柱化を実施することを条件

とするが、区市町等が開発事業者・建築主による無電柱化の実施が必要ないと判断した場合は

この限りではない。 

（例） 

・区市町等や他の開発事業者等による無電柱化が既に計画されている場合 

・対象となる道路の延長が短いなど、開発区域内の道路の無電柱化のみを実施するこ

とが効率的ではないため、将来、区市町等がその区間を含む当該道路の無電柱化を

実施する場合 

・その他、やむを得ない事情がある場合 など 
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③ 開発区域外の無電柱化の評価 

ア 無電柱化の評価及び容積率の割増 

開発区域外の無電柱化を実施する場合、整備延長に応じて容積率を２００％まで割り

増すことができる。割増容積率は、不動産鑑定評価基準（平成１４年国土交通省）にお

ける収益還元法を基にした「無電柱化工事に係る評価シート（別記第１号様式）」により

算出するものとする。 

イ 無電柱化における割増容積率の最高限度の緩和 

割増容積率の合計の最高限度について、公共施設を特許事業により整備する場合の割

増容積率と合わせて、２００％を限度として整備区分ごとに定める割増容積率の上限を

超えることができる。 

なお、無電柱化による割増容積率で上限を超える部分については、育成用途の規定は

適用しない。 

また、特段に容積率を割り増す住宅優遇型及び宿泊施設優遇型を用いる場合は、その

上限を更に超えることはできない。 

 

④ 公開空地への地上機器の設置 

歩道幅員が狭いなど、道路上に地上機器を設置することが困難な場合には、公開空地に地

上機器を設置することができる。 

ただし、公開空地に地上機器を設置する場合は、対象となる公開空地の機能や質が低下し

ないように配慮すること。 

なお、整備中及び整備済みの公開空地についても同様の取扱いとする。 

 

 

(2) 建築物の自立性確保 

(2)-1 防災備蓄倉庫の整備基準について 

① 複合用途の場合の取扱いについて 

 複合用途の建築物については、用途毎に必要な防災備蓄倉庫面積を算出し、その合計面積を

建築物全体で確保することとする。 

 配置位置については、各層から規定の最長歩行距離以内に防災備蓄倉庫が整備されていれば、

一の防災備蓄倉庫を複数の用途で共用することができるものとする。ただし、その際は、実態

の運営に即した計画となるよう留意すること。 
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2階

6階

5階

4階

3階

10階

9階

8階

7階

12階

13階

11階

16階

15階

14階

住宅階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

店舗

貸会議室

事務所階（2,000㎡）

エントランス 店舗

住宅階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

4層以内

4層以内

4層以内

2層以内

防災備蓄倉庫

 

② 防災備蓄倉庫の整備位置について 

 防災備蓄倉庫は、原則として、事務所内や住戸内などの専用部に設けず、廊下などに面する

共用部に設けるものとする。 

 また、防災備蓄倉庫は防災備蓄倉庫以外の用に供する部分と明確に区画すること。 

 

③ 防災備蓄倉庫の最長歩行距離規定について 

 防災備蓄倉庫は、原則として、業務の用に供するいずれの階からも 4 層以内、住宅の用に供

するいずれの階からも 2 層以内、その他の用に供するいずれの階からも 4 層以内に設けなけ

ればならない。ここで、「いずれの階」は従業員や居住者などが通常一般に滞在する主たる居

室を有する階を対象とし、共用部（エントランスや設備機械室など）や従属的な居室（共同住

宅における集会室、事務所における会議室）のみの階などは対象としない。 

 

④ 防災備蓄倉庫の面積について 

 各階に設ける防災備蓄倉庫は、原則としてその階における事務所及び住宅の用に供する部分

の面積の概ね 0.001 倍の面積以上となるよう計画すること。 

 また、最長歩行距離規定の範囲内において複数階分の防災備蓄倉庫を合わせて一箇所に整備

する場合においても、その防災備蓄倉庫の面積は合算する複数階分の事務所又は住宅の用に供

する部分の面積の合計の概ね 0.001倍の面積以上となるよう計画すること。 
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11階

10階

9階

8階

7階

6階

5階

4階

3階

2階

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

エントランス階

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

事務所階（2,000㎡）

2,000[㎡]×９[層]＝18,000[㎡]

概ね18㎡以上とすること
（18,000[㎡]×0.001＝18[㎡]）

概ね2㎡以上とすること
（2,000[㎡]×0.001＝2[㎡]）

 

 

(2)-2 自家発電設備の整備基準について 

① 制度適用の決定時（都市計画決定・総合設計許可）における燃料貯蔵施設の貯蔵量の算定 

 制度適用の決定時の燃料貯蔵施設の貯蔵量の算定において、採用する自家発電施設が確定し

ていない場合は、標準的な自家発電設備を想定した数値を使用することができることとするが、

採用する自家発電施設が決まり次第、その仕様等で貯蔵量を算出し、計画燃料貯蔵施設の貯蔵

量がこれを下回ることがないようにしなければならない。 

 

② やむをえない事情により燃料貯蔵施設を設けることができない計画 

 活用方針第 6 章４(1)②イのただし書により、やむをえない事情により建築基準法別表第２

に適合しないこととなる場合とは、開発地の敷地形状や地域特性等により、開発建築物が敷地

境界線に迫って計画せざるを得ず、燃料貯蔵施設を開発建築物内に設ける計画で、かつ活用方

針第 6 章４(1)②イにより規定される燃料貯蔵施設を設けることで建築基準法別表第２に適合

しないこととなる場合をいう。 

 

③ 低炭素で高効率な自立・分散型エネルギーシステムの導入 

 自家発電設備の整備にあたっては、コージェネレーションシステムの導入など、エネルギー

の有効利用についても検討することが望ましい。 

 

(3) 帰宅困難者のための一時滞在施設の確保 

① 待機スペースの評価対象となる建築物の部分 

 待機スペースの評価は、原則として以下の建築物の部分を対象とする。 

（評価の対象となる建築物の部分） 

 エントランスホール、ロビー、集会場、多目的ホール、貸会議室、その他これらに類する

建築物の部分 
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（評価の対象外となる建築物の部分） 

 業務用途の専用部、宿泊施設の客室、物販店舗売り場、エントランスホール等のうちセキ

ュリティゲート等で区画された部分、その他これらに類する建築物の部分 

 

② 有効空地部分の一時滞在施設としての評価 

 有効空地として容積率割増の対象となる部分を一時滞在施設として位置付け、容積率割増に

関する基準を満たすこととなった部分については、有効空地としての評価に加え一時滞在施設

としての評価もできることとする。 

 

③ 待機スペースを複数個所設ける場合の防災備蓄倉庫の整備面積について 

 待機スペースを複数個所設ける場合、各待機スペースのための防災備蓄倉庫は、待機スペー

ス面積の概ね 0.015 倍以上の面積とすること。 

 また、最長歩行距離規定の範囲内において複数個所の待機スペース分の防災備蓄倉庫を合わ

せて一箇所に整備する場合においても、その防災備蓄倉庫の面積は合算する複数個所の待機ス

ペースの面積の合計の概ね 0.015 倍の面積以上となるよう計画すること。 

11階

10階

9階

8階

7階

6階

5階

4階

3階

2階

事務所

事務所

事務所

集会場（待機スペース1,000㎡）

事務所

事務所

事務所

エントランス（待機スペース500㎡）

貸会議室（待機スペース500㎡）

事務所

事務所

概ね15㎡以上とすること
（1,000［㎡]×0.015＝15[㎡]）

防災備蓄倉庫

概ね15㎡以上とすること
（1,000［㎡]×0.015＝15[㎡]）

500[㎡]＋500［㎡]＝1,000[㎡]

 

 

 

(４) 開発地内に 2 以上の建築物がある場合の取扱い 

 開発地内に 2以上の建築物がある場合、建築物の自立性確保に係る基準は、原則として一の

建築物ごとに基準を適用し、それぞれの建築物が基準を満足しなければならない。ただし、一

の建築物の規模が 2,000 ㎡以下のものはこの限りではない。なお、2 以上の建築物で自家発

電設備を共用する場合は、2 以上の建築物を一の建築物と見做して自家発電設備に係る基準を

適用することができるものとする。 

 帰宅困難者のための一時滞在施設の確保に係る基準においても、一時滞在施設を整備する一

の建築物ごとに基準を満足しなければならない。 
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(５) 増築の取扱いについて 

 同一敷地内に既存の建築物が存する増築工事の場合は、既存の建築物も含め、同一敷地内の

建築物全体で災害時における都市の自立性の確保に努めることとするが、活用方針第６章４

(1)への適合については、次のとおり取り扱う。 

・ 別棟を新築する場合は、原則として新築建築物が適合すればよい。 

・ 既存の建築物に増築する場合は、原則として増築部分が適合すればよい。 

 

(６) 防火安全対策の促進について 

① 防炎品の使用 

 都市開発諸制度を適用した建築物には、消防法第 8 条の 3 の規定に基づく防炎物品の使用

義務がない場合でも、防炎物品及び防炎製品を使用することが望ましい。 

 

② 優良防火対象物認定表示制度の活用 

 都市開発諸制度を適用した建築物には、優良防火対象物認定表示制度（火災予防条例第 55

条の 5の 9）を活用することが望ましい。 

 

４ 手続き 

(1) 制度適用の決定時（都市計画決定・総合設計許可） 

 開発事業者・建築主は、制度の適用を申し出る際に、計画が基準に適合していることを確認

できる図書を東京都に提出しなければならない。 

無電柱化については別に定める「無電柱化に関する協議書」及び「無電柱化に関する回答書」

の写しも東京都に提出しなければならない。 

ただし、他の方法により都市計画決定権者、許可権者が、区市町等との協議の内容を確認で

きる場合はこの限りではない。 

 

 一時滞在施設による容積率の割増しを適用する計画の開発事業者・建築主は、計画地の地元

自治体との間で一時滞在施設についての協定（または協定に代わる文書の取り交わし）を締結

し、その写しを東京都に提出しなければならない。 

 なお、開発事業者・建築主は事前に防火・防災対策に関して消防署と協議するよう努めるこ

と。 

 

(2) 詳細設計時（建築確認申請前） 

 開発事業者・建築主は、詳細設計において自家発電設備の仕様等について制度適用の決定時

から変更が生じた場合は、建築確認申請書を審査機関に提出する前に、採用する自家発電設備

の容量と燃料貯蔵施設の容量について確認できる図書を東京都に提出し、基準に適合している

ことを示さなければならない。 

また、無電柱化については工事着工までに道路管理者、電線事業者及び周辺地権者等の間で、

役割分担を書面で確認するように配慮すること。 
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(3) 工事完了時 

 開発事業者・建築主は、工事完了後速やかに、実施した工事が基準に適合していることを確

認できる図書を東京都に提出しなければならない。 

無電柱化については、別に定める「無電柱化工事完了報告書」を作成し、区市町等の確認を

受けた後、東京都に提出しなければならない。 

建築物の自立性の確保及び一時滞在施設の確保に係る部分については、その整備内容等を、

東京都震災対策条例十条に基づく「事業所防災計画」に明記し、東京消防庁に届け出るととも

に、東京消防庁が受理した事業所防災計画の写しを東京都に提出しなければならない。 

 また、制度適用の決定時に地元自治体との間で協定に変わる文書を取り交わしていた場合、

開発事業者・建築主（または開発建築物の所有者）は、開発建築物の供用開始までに地元自治

体との間で協定を締結し、その写しを東京都に提出しなければならない。 

 

(4) 供用開始後 

 防災都市づくりに係る部分については、共用開始後に当該部分が適切に維持、管理できてい

ることを確認し、その状況を東京都に報告しなければならない。 

 

５ その他 

 

（附則）平成３０年３月３９日付２９都市政広第６５１号 

    この取扱い指針は、平成３０年４月１日より施行する。
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工 

事 

完 

了 
 

 

無電柱化の促進に係る都市開発諸制度の手続き 

 

区市町等 開発事業者 

 

企画提案書 
許可申請書 

東京都都市整備局 

都市計画決定 
建築許可 

無電柱化工事完了 （電線共同溝の場合）
引継ぎ 

完了検査 無電柱化完了報告書 

無電柱化に係る協議 

・無電柱化の実施の有無 

・整備手法 

・無電柱化の範囲 

・工期 

・その他の必要な事項 

制
度
適
用
決
定

 

制
度
適
用
決
定 

 

協議 

回答 

（参 考） 

無電柱化に係る協議 

無電柱化協議書・ 

回答書の写し 

無電柱化の内容 
確認 

建築主事 

指定確認検査機関による 

検査済証交付 

実
施
設
計
・
建
築
確
認 

 

建築主事 

指定確認検査機関による 

建築確認 

 
役割分担の明確化 

調整 
 

役割分担の明確化 

 

役割分担のわかる書面の

写し 
内容の確認 

※調整の対象には電線事

業者・沿道地権者等も含

む 


